
－ 港湾EDIシステムの概要 －

港湾ＥＤＩシステムとは 入出港届や係留施設使用届等の港湾関連の申請や届出などの行政手続を電子的に処

別紙

港湾ＥＤＩシステムとは、入出港届や係留施設使用届等の港湾関連の申請や届出などの行政手続を電子的に処
理するシステム。
日本では、国土交通省港湾局が中心となって、港湾管理者・海上保安庁等と協力して港湾EDIを開発。

港湾EDI開発までの入出港 港湾EDI開発後の入出港

・複数の行政機関毎に類似書類作成が必要。

別々の窓口へ資料の提出が求められる

・一度の入力・送信で複数の行政機関に対して同時に手
続きが可能

・別々の窓口へ資料の提出が求められる。

・各行政機関へ提出する重複記入項目が多い 等

多くの労力が生じていた。

・インターネットに接続できる環境があれば全国どこか
らでも、いつでも申請が可能 等

業務の大幅な簡素化に繋がった。
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※ EDI = Electronic Data Interchange 


